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【支援教育の現状】











　　　　　　　　


































― 今 後 取 り 組 む べ き 課 題 ―
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＊大阪府における障がいのある児童生徒の教育の特徴
・府内の支援学校在籍者数は５年連続増加した。（前年度比＋239人）
・小・中・義務教育学校への支援学級設置校率は99.5％と、他府県と比較して高い。
（全国平均84.8%、R6.5.1）
・支援学級在籍児童生徒数は、令和５年度より２年連続で減少していたが、令和７年度は増加した。
・学齢期の子どもが減少しているが、支援を必要とする児童生徒数は増加している。
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（枠内の数字はR7.5.1現在の在籍者数(政令市を含む)。支援学校は幼稚部、高等部、専攻科も含む。）
注１：支援学校の小・中学部、高等部に設置。
注２：通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒が、他の教室に通級して学習する制度。この他、生野聴覚支援学校、
堺聴覚支援学校、中央聴覚支援学校においても実施。

障がいの重度・重複化など、障がいのある子どもの教育を取り巻く状況の変化に伴い、幼児児童生徒や保護者の意識やニーズが多様化している。また、国においてはインクルーシブ教育システム構築のため、これまでも法改正等が進められてきた。
　大阪府では、すべての幼児児童生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本として幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、支援学校などで、一人ひとりのニーズに応じた教育を行っている。
　障がいのある幼児児童生徒が生き生きと笑顔で過ごせるために、一人ひとりの生活自立や社会的自立をめざした教育の充実に取り組んでいる。
Ⅰ　大阪府における支援教育について

　○知的障がい支援学校等の教育環境の充実
○府立高校における知的障がいのある生徒の学習機会の充実
　○小・中・義務教育学校における「ともに学び、ともに育つ」教育の推進
　○府立支援学校のセンター的機能の発揮
　○一人ひとりのニーズに応じた支援教育の充実（医療的ケアの体制整備含む）
　○高等学校に在籍する障がいのある生徒への指導・支援
　　・令和6年度、府立高校に在籍する障がいにより配慮を要する生徒は3,974人。一人ひとりの障がいの状況等に応じた教育が必要
　○発達障がいのある幼児児童生徒への指導・支援
○障がいのある児童生徒の状況に応じた学びの場のさらなる充実
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